


 

 

 

 

○ 軽減税率の対象品目 

・ 酒類及び外食を除く飲食料品 

・ 定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞 

 

○ 軽減税率：８％（国分：６．２４％、地方分：１．７６％） 標準税率：１０％（国分：７．８％、地方分：２．２％） 

 

○ 適格請求書等保存方式の導入 

・ 平成 33 年４月から、適格請求書等保存方式（インボイス制度）を導入する。 

・ 適格請求書及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件。適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額からの割戻し計算のいずれかの方法による。 

（適格請求書等保存方式導入までの経過措置） 

・ 現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。売上・仕入税額の計算の特例を設ける。 

（適格請求書等保存方式導入後の経過措置） 

・ 適格請求書等保存方式の導入後６年間、免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める。 

 

○  財政健全化目標を堅持し、｢社会保障と税の一体改革｣の原点に立って安定的な恒久財源を確保する。(28 改正法に以下を規定) 

① 平成 28 年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保する。 

② 平成 30 年度の「経済・財政再生計画」の中間評価等を踏まえ、歳入及び歳出の在り方について検討し、必要な措置を講ずる。 

 

○  軽減税率制度の導入・運用に当たり混乱が生じないよう、政府・与党が一体となって万全の準備。(28 改正法に以下を規定) 

① 必要な体制を整備するとともに、事業者の準備状況等を検証し、円滑な導入・運用のための必要な措置を講ずる。 

② 適格請求書等保存方式に係る事業者の準備状況、軽減税率制度導入の簡易課税制度への影響等を検証し、必要な措置を講ずる。 

軽減税率制度の概要 

税制抜本改革法第７条に基づく消費税率引上げに伴う低所得者対策として、平成２９年４月に、軽減税率

制度を導入する。 
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○ 所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）（抄）

附 則 

（２９年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置） 

第３４条 事業者が、平成２９年４月１日（以下附則第４３条までにおいて「２９年適用日」という。）から３３年施行日の

前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等（消費税法第２条第１項第９号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同

項第８号の２に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第５２条までにおいて同じ。）のうち次に掲げ

るもの（以下附則第４２条までにおいて「２９年軽減対象資産の譲渡等」という。）及び保税地域（同項第２号に規定する

保税地域をいう。以下附則第４６条までにおいて同じ。）から引き取られる課税貨物（同項第１１号に規定する課税貨物を

いう。以下同条までにおいて同じ。）のうち第１号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第２９

条の規定にかかわらず、１００分の６．２４とする。 

一 飲食料品（食品表示法（平成２５年法律第７０号）第２条第１項に規定する食品（酒税法（昭和２８年法律第６号）第

２条第１項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。）をいい、食品と食品以外の資産が一の資

産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。）の譲渡（次に掲げる課

税資産の譲渡等は、含まないものとする。） 

イ 省 略 

ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供（老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令

で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。） 

二 省 略 

有料老人ホーム等に係る条文 
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○ 消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第１４８号）（抄）

附 則 

（飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等） 

第３条 省 略 

２ 改正法附則第３４条第１項第１号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同項第１号ロに規定す

る政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供（財務大臣の定め

る基準に該当する飲食料品の提供に限り、消費税法施行令第１４条の２第１項から第３項までの規定により財務大臣が指定

する資産の譲渡等を除く。）とする。 

一 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホ

ーム（次号に掲げる施設に該当するものを除く。） 当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホ

ームの入居者（財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。）に対して行う飲食料品の提供 

二 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第６条第１項に規定する登録を受けた同法第５条第

１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅 当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サー

ビス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供 

三 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第２項に規定する義務教育諸学校の施設 当該義務教育諸学校の設置

者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食（同条第１項に規定する学校給食をいう。第６号において同じ。）とし

て行う飲食料品の提供 

四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律（昭和３１年法律第１５７号）第２条に規定する夜間課程を置

く高等学校の施設 当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定す

る夜間学校給食として行う飲食料品の提供 

五 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律（昭和３２年法律第１１８号）第２条に規定する特別

支援学校の幼稚部又は高等部の施設 当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学

校給食として行う飲食料品の提供 

六 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園の施設 当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受

ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供 

七 学校教育法第１条に規定する特別支援学校に同法第７８条の規定により設置される寄宿舎 当該寄宿舎の設置者が、当

該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供 
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○ 消費税法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年財務省令２０号）（抄）

附 則 

 （有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲） 

第６条 改正令附則第３条第２項第１号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者で

あることとする。 

一 ６０歳以上の者 

二 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項に規定する要介護認定又は同条第２項に規定する要支援認定を受

けている６０歳未満の者 

三 前２号のいずれかに該当する者と同居している配偶者（前２号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

○ 消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第１４８号）附則第３条第２項の規定に基づき、財務大臣の定める

基準（平成２８年３月財務省告示第１００号）（抄） 

消費税法施行令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第１４８号。以下「改正令」という。）附則第３条第２項（有料老

人ホーム等の施設の範囲等）に規定する財務大臣の定める基準は、同項第１号若しくは第２号に掲げる施設を設置し、若しくは

運営する者又は同項第３号から第７号までに掲げる施設の設置者（以下「設置者等」という。）が同一の日に同一の者に対して

行う飲食料品の提供（同項各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供をいう。以下同じ。）の対価の額（

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２８条第１項（課税標準）に規定する対価の額をいう。以下同じ。）が１食につき入

院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成１８年３月厚生労働

省告示第９９号）別表第一の１⑴に規定する金額（同表第一の１の注により加算する金額を除く。以下「基準額」という。）以

下であるもののうち、当該飲食料品の提供の対価の額の累計額が基準額に３を乗じて算出した金額（以下「限度額」という。）

に達するまでの飲食料品の提供であることとする。この場合において、設置者等が同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の

提供のうち、当該累計額の計算の対象となる飲食料品の提供（基準額を超えるものを除く。以下「対象飲食料品の提供」という。）

をあらかじめ書面により明らかにしているときは、当該対象飲食料品の提供の対価の額により当該累計額を計算するものとする。  
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税額計算の特例等 
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